
優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す

　
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
で
は
、

優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す
。

対　
次
に
掲
げ
る
年
数
に
お
い
て

無
事
故
無
違
反
の
方

①
５
年
以
上
10
年
未
満
（
職
業
運

転
者
は
３
年
以
上
）

②
10
年
以
上
15
年
未
満

③
15
年
以
上
20
年
未
満

④
20
年
以
上
25
年
未
満

⑤
25
年
以
上
30
年
未
満

⑥
30
年
以
上
35
年
未
満

⑦
35
年
以
上
40
年
未
満

⑧
40
年
以
上

※
た
だ
し
次
の
方
を
除
き
ま
す
。

・
過
去
に
受
け
た
年
数
よ
り
短
い

期
間
の
表
彰
年
数
の
方

・
同
じ
番
号
の
表
彰
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
方

・
今
ま
で
に
県
警
本
部
長
、
交
通

部
長
以
上
の
表
彰
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
方
（
⑤
⑥
⑦
⑧
に
該
当
す

る
方
は
、
交
通
部
長
以
上
の
表
彰

を
受
け
た
方
で
も
構
い
ま
せ

ん
。
）

申
請
に
必
要
な
書
類
◀

表
彰
申
請
書
、
無
事
故
無
違
反
証

明
書
（
令
和
２
年
６
月
１
日
㈪
以

降
に
自
動
車
安
全
セ
ン
タ
ー
で
発

行
さ
れ
た
も
の
、
証
明
の
発
行
に

は
15
日
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。
）
、

職
業
運
転
経
歴
証
明
書
（
職
業
運

転
者
３
年
以
上
５
年
未
満
申
請
の

場
合
の
み
必
要
）
、
交
通
安
全
協

会
会
員
証

申　
６
月
１
日
㈪
～
７
月
31
日
㈮

に
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
事
務

局
ま
た
は
町
生
活
安
全
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
優
良
運
転
者
等
表
彰
式
は
10
月

３
日
㈯
に
イ
コ
ス
上
尾
で
行
い
ま

す
。
受
賞
者
に
は
９
月
上
旬
ま
で

に
は
が
き
で
通
知
し
ま
す
。

問　
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会

７
７
１

−

４
１
７
６
ま
た
は
町
生

活
安
全
課
内○
２
２
８
３

６
月
１
日
～
７
日
は
水
道
週
間

　
本
年
は
「
飲
み
水
を　
未
来
に

つ
な
ご
う　
ぼ
く
た
ち
で
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
全
国
一
斉
に
水
道
週

間
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
水
の
大
切
さ
に

つ
い
て
考
え
、
水
道
水
の
有
効
利

用
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
上
下
水
道
課
７
２
１

−

５

５
５
５

伊
奈
町
中
部
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
の
換
地
計
画
の
縦

覧縦
覧
期
間
▼
６
月
25
日
㈭
～
7
月

8
日
㈬
８
時
30
分
～
17
時
15
分

縦
覧
場
所
▼
都
市
計
画
課

※
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
意
見

の
あ
る
利
害
関
係
者
は
、
縦
覧
期

間
内
に
施
行
者
（
伊
奈
町
）
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

問　
都
市
計
画
課
内○
２
４
４
３

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

　
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用

保
険
）
の
令
和
元
年
度
確
定
保
険

料
と
令
和
２
年
度
概
算
保
険
料
及

び
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
の
一
般

拠
出
金
の
申
告
・
納
付
手
続
を
行

う
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

　
申
告
書
・
納
付
書
は
５
月
末
に

発
送
す
る
予
定
で
す
。
同
封
の
記

入
例
（
申
告
書
等
の
記
入
方
法
）

を
参
考
に
作
成
の
う
え
、
７
月
10

日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
０
１
２

０

−

５
６
０

−

７
１
０
（
５
月
29

日
～
７
月
14
日
）
ま
た
は
埼
玉
労

働
局
労
働
保
険
徴
収
課
６
０
０

−

６
２
０
３

夏
季
見
舞
品
支
給
事
業
に
つ

い
て

　
毎
年
６
月
か
ら
受
付
を
開
始
し

て
い
る
夏
季
見
舞
品
支
給
事
業
に

つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
実
施
時

期
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、

決
定
次
第
、
社
会
福
祉
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

問　
伊
奈
町
社
会
福
祉
協
議
会

７
２
２

−

９
９
９
０

介
護
者
学
習
交
流
会

　
高
齢
者
が
入
所
で
き
る
施
設
の

種
類
や
特
徴
に
つ
い
て
学
ぶ
講
座

を
行
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

日　
６
月
25
日
㈭
10
時
～
11
時
30

分場　
ふ
れ
あ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

対　
40
歳
以
上
の
方
の
介
護
を
し

て
い
る
方
、
介
護
を
し
た
経
験
の

あ
る
方
（
介
護
を
し
て
い
る
方
ま

た
は
介
護
を
受
け
て
い
る
方
が
町

内
在
住
）

定　
20
名
（
先
着
順
）

※
参
加
希
望
で
交
通
手
段
の
な
い

方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
・
問　
６
月
１
日
㈪
～
17
日
㈬
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内…内容　　日…日時　　場…場所　　対…対象　　定…定員
持…持ち物　費…費用・参加費（記載のないものは無料）
講…講師　　申…申込み　問…問合せ

に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
７

２
０

−

５
６
５
６
へ
（
土
日
除

く
）危

険
物
取
扱
者
試
験

日　
①
７
月
12
日
㈰
②
７
月
19
日

㈰
③
８
月
30
日
㈰

場　
①
芝
浦
工
業
大
学
（
さ
い
た

ま
市
）
②
③
埼
玉
大
学
（
さ
い
た

ま
市
）

※
試
験
日
程
や
会
場
は
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

種
類
▼
①
②
全
種
類
③
乙
種
４
類

受
付
方
法
▼
６
月
10
日
㈬
～
19
日

㈮
（
消
印
有
効
）
に
願
書
を
（
一

財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
埼

玉
県
支
部
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵

送
。
電
子
申
請
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
の
受
験
申
請
）
の
場
合
は
、

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
受
験

案
内
お
よ
び
願
書
は
、
県
内
消
防

本
部
ま
た
は
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
埼
玉
県
支
部
で
配
布
し
ま
す
。

問　
消
防
本
部
７
２
２

−

８
１

１
１

梨
選
果
所
作
業
員

　
伊
奈
梨
出
荷
組
合
で
は
、
梨
の

出
荷
に
伴
い
選
果
所
の
作
業
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

内　
梨
の
箱
詰
め
・
販
売
ほ
か

勤
務
期
間
▼
７
月
中
旬
～
８
月
中

旬
（
予
定
）

勤
務
時
間
▼
週
３
日
（
水
・
金
・

日
曜
日
）
８
時
30
分
～
正
午
頃

（
予
定
）

勤
務
地
▼
伊
奈
梨
出
荷
組
合
選
果

所
（
大
針
地
内
）

応
募
資
格
▼
健
康
な
方
（
年
齢
・

性
別
は
不
問
）

募
集
人
数
▼
若
干
名

賃
金
▼
日
給
３
，１
５
０
円（
予
定
）

申　
市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
６
月
30
日
㈫
ま

で
に
ア
グ
リ
推
進
課
ま
た
は
Ｊ
Ａ

さ
い
た
ま
伊
奈
支
店
に
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

問　
ア
グ
リ
推
進
課
内○
２
２
３
３

　令和元年度に町で収集したごみの量は、下図のとおりとなりました。
　町で収集したごみの総量は13,689tで、前年度とほぼ同量でした。年間１世帯あたりに換算すると
732kg、前年度比では1.6%減、住民１人あたりに換算すると305kg、前年度比では0.3%減となってい
ます。
　クリーンセンターでは、収集したごみを衛生的に焼却、破砕処理を行い、引き続き施設の適正な運
転管理に努めていますが、ごみの減量化を図り、快適な暮らしを維持するためには、みなさん一人ひ
とりの小さな積み重ねも大切です。
　ごみは、混ぜてしまうとただのごみとなってしまいますが、適正に分別をすることで資源物として
取り扱うことができます。一人ひとりが意識して、ごみの減量化、分別にぜひご協力ください。

令和元年度のごみ収集量および資源化量を公表します
問　クリーンセンター ７２８－５３２１

ごみの再資源化量 （単位：ｔ）

町のごみ収集量    （単位：ｔ）

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

不燃系　2,677可燃系　11,007

不燃系　2,680可燃系　11,009 令和元年度

平成３０年度

0 500 1,000 1,500 2,000 2,300

その他
85

ペットボトル 168

ビン類
171

ビン類
170

鉄・アルミ
296

鉄・アルミ
303

プラスチック製容器包装
490

プラスチック製容器包装
491

古紙類　863

古紙類　812

令和元年度

平成３０年度

ペットボトル 167

その他
78
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